
新潟県県外医師誘致強化促進費補助金交付要綱  

 

 

(通則 ) 

第１条  新潟県県外医師誘致強化促進費補助金（以下「補助金」という。）

については、予算の範囲内において交付するものとし、その交付に関し

ては、新潟県補助金等交付規則（昭和 32 年新潟県規則第７号。以下「規

則」という。）に定めるほか、この要綱の定めるところによる。  

   

(交付の目的 ) 

第２条  この補助金は、医師不足及び医師の地域偏在を解消するため、医

療機関の開設者が県外から新たに医師を雇用し、当該医師の事務作業

に係る負担軽減や研究活動の充実に取り組む場合、その要する経費を

補助することにより、県外からの医師誘致を促進することを目的とす

る。  

 

(交付基準 ) 

第３条  この補助金は、次の基準により交付するものとする。  

(1) 補助対象者  

新たに県外から医師を雇用（当該医師との雇用契約期間が１年未

満の場合を除く。）する新潟県内の医療機関の開設者。  

(2) 補助対象経費  

新たに県外から医師を雇用するに当たり、医療機関の開設者が行

う下記の取組に要する経費。ただし、新規に実施する年度の経費に限

る。  

   ア  新たに県外から雇用する医師の事務作業の負担軽減を図るた

め、医師事務作業補助者の新規又は増員配置に要する経費  

   イ  新たに県外から雇用する医師の研究活動の充実に要する経費  

(3) 交付額の算定方法  

この補助金の交付額は、次により算出された額とする。ただし、算

出された額に 1,000 円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨

てるものとする。  

ア  別表の第１欄に定める基準額と第２欄に定める対象経費の実

支出額から寄附金その他の収入額を控除した額について、経費

毎に比較して少ない方の額を選定する  

イ  アにより選定された経費毎の額の合計額を交付額とする。  

 



(4) 消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の控除 

第４条第 5 号ア又はイの規定により、この補助金に係る消費税及び地方消費

税に係る仕入控除税額を控除する場合は、（3）で得た額から当該仕入控除税額を

控除した額を交付額とする。 

 

(交付の条件 ) 

第４条  この補助金は、次の各号に掲げる事項を条件として交付するも

のとする。  

(1) 事業の内容の変更をする場合には、知事の承認を受けること。  

(2) 事業を中止し、又は廃止する場合には、知事の承認を受けること。  

(3) 補助金と事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当

該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠

書類を事業の完了の日（事業の中止又は廃止の承認を受けた場合に

は、その承認を受けた日）の属する年度の終了後５年間保管しておか

ねばならない。  

(4) 当該補助金の交付と対象経費を重複して、他の交付金又は補助金

等の交付を受けてはならない。  

 (5) 事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る

消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合（次の  

ア又はイに掲げる場合を除き、仕入控除税額が 0 円の場合を含む。）  

には、別紙第３により速やかに知事に報告しなければならない。  

ア  この補助金の交付の申請に当たり、この補助金に係る仕入れに   

係る消費税等相当額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消   

費税に相当する額のうち、消費税法（昭和 63 年法律第 108 号）  

に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と  

当該金額に地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）に規定する地方  

消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額  

をいう。以下同じ。）があり、かつ、その金額が明らかである場合  

であって、当該額を減額して申請している場合  

イ  事業の実績報告等の際に、この補助金に係る仕入れに係る消費  

税等相当額が明らかであり、かつ、当該額を補助金の額から減額し  

て報告した場合  

   なお、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部（又は一

支社、一支所等）であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わ

ず本部、（又は本社、本所等）で消費税及び地方消費税の申告を行っ

ている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行

うこと。  



   また、知事は報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に

係る仕入控除税額の全部又は一部を県に納付させることがある。  

(6) 補助対象者が、次のいずれにも該当しないこと。  

 ア  暴力団（新潟県暴力団排除条例（平成 23 年新潟県条例第 23 号。

以下「条例」という。）第２条第１号に規定する暴力団をいう。以

下同じ。）  

 イ  暴力団員（条例第２条第２号に規定する暴力団員をいう。以下同

じ。）  

 ウ  役員等（法人である場合にはその役員、その支店又は営業所の代

表者その他これらと同等の責任を有する者を、法人以外の団体で

ある場合には代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者

をいう。）が暴力団員である者  

エ  暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与している者  

オ  自己、その属する法人、法人以外の団体若しくは第三者の不正の

利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又

は暴力団員を利用している者  

カ  暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与す

る等暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与している者  

キ  その他暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有

する者  

 

(交付申請 ) 

第５条  この補助金の交付を受けようとする医療機関の開設者は、別紙

第１による補助金交付申請書を、知事が指定する日までに県に提出す

るものとする。  

 

(変更の承認申請 ) 

第６条  第４条第１号の規定により知事の承認を受けようとする場合に

は、第５条に定める申請手続に従い、知事が別に定める日までに行うも

のとする。  

 

(概算払 ) 

第７条  知事は、必要があると認めるときは、補助金の一部又は全部を概

算払することができる。  

 

(実績報告 ) 

http://www.pref.niigata.jp/reiki/reiki_honbun/e4010305001.html#j3_k1


第８条  この補助金の実績報告は、別紙第２による報告書を、事業終了後

30 日以内又は翌年度の４月 10 日のいずれか早い日までに県に提出す

るものとする。  

 

(雇用契約解除に伴う補助金の返還 ) 

第９条  県外から雇用した医師との契約が、契約締結の日から 1 年未満

で解除された場合には、関係書類を添えて速やかに知事に報告しなけ

ればならない。  

２  知事は、前項の報告があった場合には、交付された補助金の全額の返

還を命ずるものとする。  

 

 附 則 

この要綱は、平成 26 年６月 12 日から施行する。 

 附 則 

この要綱は、平成 29 年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 



別表（第３条関係） 

 

 

ア  医師事務作業補助者の新規又は増員設置に要する経費  

１  基  準  額  ２  対  象  経  費  

 

256 千円（月

額）  

 

医師事務作業補助者を設置するために

必要な次の経費  

 報酬、給料、職員手当等、共済費、賃

金、報償費、役務費、委託料（上記経費

に該当するもの。）  

 

 

イ  研究活動充実に要する経費  

１  基  準  額  ２  対  象  経  費  

 

300 千円（年額） 

  

学会等への参加旅費・参加費、専門書購

入費  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙第１ 

 

番       号 

年   月   日 

 

新潟県知事       様 

 

（申請者）住所 

名称 

代表者の氏名         

 

 

 年度新潟県県外医師誘致強化促進費補助金の交付申請について 

 

 

標記について、次のとおり関係書類を添えて申請します。 

 

記 

 

（補助金所要額）  （補助金に係る消費税仕入控除税額）   （交付申請額） 

       円 －              円 ＝       円 

 

１ 事業計画書（様式１） 

２ 所要額調書（様式２） 

３ 所要額明細書（様式３） 

４ 歳入歳出予算（見込）書の抄本 



別紙第２ 

 

番       号 

年   月   日 

 

新潟県知事             様 

 

（申請者）住所 

名称 

代表者の氏名         

 

 

 年度新潟県県外医師誘致強化促進費補助金の実績報告について 

 

 

年 月 日付け第 号をもって交付決定を受けた 年度新潟県県外医師誘致強

化促進費補助金に係る事業実績について、次の関係書類を添えて報告します。 

 

 

精算額  金       円 

 

（補助金所要額）  （補助金に係る消費税仕入控除税額）   （実績報告額） 

       円 －              円 ＝       円 

 

 

記 

 

１ 事業実績（様式４） 

２ 所要額精算書（様式５） 

３ 支出済額明細書（様式６） 

４ 歳入歳出決算（見込）書の抄本 

 

 

 

 

 

 



別紙第３ 

 

                             番     号 

                             年  月  日 

        

  新潟県知事      様 

 

                    補助事業者名         

 

 

 年度消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書 

 

 年 月 日第   号で交付決定を受けた新潟県県外医師誘致強化促進費補助

金について、交付決定通知により付された条件に基づき、下記のとおり報告します。 

 

記 

 

 

１ 新潟県補助金等交付規則第 13条に基づく額の確定額又は事業実績報告額 

 

                     金         円 

 

２ 確定時に減額した仕入れにかかる消費税額 

 

                        金         円 

 

３ 消費税及び地方消費税の申告により確定した消費税及び地方消費税に係る仕

入控除税額（要返納相当額） 

 

                     金         円 

 

４ 補助金返還相当額（３の額から２の額を差し引いた額） 

 

                        金         円 

 

５ 添付書類 

   ２の消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の積算内訳等 


